
別紙２

（新）
個人情報取扱特記事項

（旧）
個人情報等取扱特記事項

（再委託の禁止）
第７ 省略
　２ 乙は、再委託を行ったときは遅滞なく再委託の相手方におけ
　　る次に掲げる事項を記載した書面を甲に提出しなければならない。
　（１）～（３） 省略
　（４） 再委託先の責任体制等（業務従事者への教育方法、作業
　　　　場所、保管場所及び保管方法を含む。）
　（５） 省略
　（６） 省略

（再委託の禁止）
第７ 省略
　２ 乙は、再委託を行ったときは遅滞なく再委託の相手方におけ
　　る次に掲げる事項を記載した書面を甲に提出しなければならない。
　（１）～（３） 省略
　（４） 再委託先の責任体制
　（５） 省略
　（６） 省略

（派遣労働者の利用時の措置）
第８ 乙は、この契約による業務を派遣労働者（労働者派遣事業の
　　適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和
　　60 年法律第 88 号）第２条第２号に規定する派遣労働者をいう。
　　以下同じ。）に行わせる場合は、労働者派遣契約書に、秘密保持
　　義務等個人情報等の取扱いに関する事項を明記しなければなら
　　ない。
　２ 省略

（派遣労働者の利用時の措置）
第８ 乙は、この委託業務を派遣労働者（労働者派遣事業の適正な
　　運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和 60 年法
　　律第 88 号）第２条第２号に規定する派遣労働者をいう。以下同
　　じ。）に行わせる場合は、労働者派遣契約書に、秘密保持義務等
　　個人情報等の取扱いに関する事項を明記しなければならない。
　２ 省略

（目的外利用及び提供の禁止）
第10 省略
　２ 乙は、この契約による業務を行うために収集した特定個人情
　　報等について、番号法第 19 条各号に掲げられたものについて甲
　　が第三者への提供を指示した場合を除き、契約の目的以外に利
　　用し、又は第三者に提供してはならない。

（目的外利用及び提供の禁止）
第10 省略
　２ 乙は、業務を行うために収集した特定個人情報等について、
　　番号法第19条各号に掲げられたものについて甲が第三者への提
　　供を指示した場合を除き、契約の目的以外に利用し、又は第三
　　者に提供してはならない。

（個人情報等の適正管理）
第13 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報等につ
　　いて、漏えい、滅失及びき損（以下「漏えい等」という。）の防
　　止その他個人情報等の適正な管理のため、次に掲げる措置を講
　　じなければならない。
　　（１） 個人情報及び行政機関等匿名加工情報等の秘匿性等その内容
　　　　及び必要に応じて台帳等を整備し、責任者、保管場所その他の
　　　　項目を当該台帳に記録すること。
　　（２） 特定個人情報等を管理するための台帳を整備し、責任
　　　　者、保管場所その他の項目を当該台帳に記録すること。
　　（３）～（５） 省略
　　（６） 個人情報等を電子データで保管する場合は、当該デー
　　　　タが記録された記録媒体及びそのバックアップデータの保
　　　　管状況並びに記録された個人情報等の正確性について、定
　　　　期的に点検すること。
　　（７）～（８） 省略
　　（９） インターネット上で提供されているデータ共有サービ
　　　　ス等への個人情報等の登録を行ってはならない。ただし、こ
　　　　の契約による業務の実施において、甲が必要があると認め
　　　　る場合はこの限りでない。なお、この場合においても、情報
　　　　閲覧者のアクセス制限や暗号化処理を行うなど、漏えい等
　　　　の防止に必要な措置を講じること。
　　（10） 前各号に掲げる場合のほか、個人情報等の漏えい等の
　　　　防止その他個人情報等の適正な管理のため必要な措置を講
　　　　じること。

（個人情報等の適正管理）
第13 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報等につ
　　いて、漏えい、滅失及びき損（以下「漏えい等」という。）の防
　　止その他の個人情報等の適正な管理のため、次に掲げる措置を
　　講じなければならない。
　　（１） 個人情報及び行政機関等匿名加工情報等の秘匿性等その内容及
　　　　　び必要に応じて台帳等を整備し、責任者、保管場所その他の個
　　　　　人情報の取扱いの状況を当該台帳に記録すること。
　　（２） 特定個人情報等を管理するための台帳を整備し、責任者、保管
　　　　　場所その他の個人情報の取扱いの状況を当該台帳に記録するこ
　　　　　と。
　　（３）～（５） 省略
　　（６） 個人情報等を電子データで保管する場合は、当該デー
　　　　　タが記録された記録媒体及びそのバックアップデータの保
　　　　　管状況並びに記録された個人情報の正確性について、定期
　　　　　的に点検すること。
　　（７）～（８） 省
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